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質 疑 回 答 書 

 
令和７年１０月２８日 

 

各  位  

 

東金市外三市町清掃組合管理者 

 

件名：新ごみ処理施設建設に係る設計・施工監理業務委託 

番号 質  疑  内  容 回     答 

１ 配置技術者の業務実績に関して、会社実

績に求められているような時期及び規模

等の要件は無いと理解してよろしいでし

ょうか。 

 

ご理解のとおりです。 

 

 

２ 「対象工事の工程表の変更による人員の

増減についての契約金額の変更は、特段

の事由がある場合を除いて行わないもの

とする。」とありますが、建設工期の延伸

に伴う契約金額の変更はお認めいただけ

るとの理解で宜しいでしょうか。 

 

工事着手時期等の変更によるものでは

なく、現地での工事期間の延伸を理由

に工期が延伸された場合には、業務委

託料について必要と認められる変更を

行います。 

 

３ 関係機関等への申請書等作成補助及び協

議の出席に関して、「関係機関等との協議

終了後には記録簿を作成し、組合に提出

すること。」とありますが、当該協議に設

計施工事業者が出席している場合、当該

議事録は設計施工事業者が作成するもの

とし、監理者はこの内容を確認し審査す

るとの理解で宜しいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

４ 仕様書５頁 ８配置技術者の勤務条件 

について、「原則として日曜日、国民の祝

日」との記載の後に「原則週休２日制」

と記載がございます。土曜日の扱いにつ

いてご教示ください。勤務者の週休２日

を確保するため、土曜日を作業日とした

場合、２人交代制の常駐監理を検討する

必要があります。 

 

原則、毎週土曜日及び日曜日を休日と

し、週休 2 日を確保するものとしてく

ださい。 
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５ 仕様書５頁 ８配置技術者の勤務条件 

について、「工事工程表の変更による人員

の増減についての契約金額の変更は、特

段の理由がある場合を除いて行わないも

のとする。」と記載がございます。工事工

程が延長となった場合には、定例会議等

の工数が追加となります。この場合の金

額の増減も行わないとの認識でお間違い

ないでしょうか。変更となるケースを参

考までにご教授いただけますと幸甚で

す。 

番号２を参照してください。 

 

６ 仕様書５頁 ８配置技術者の勤務条件 

について、常駐建築技術者は土木建築工

事着工から現地工事完了までの期間にわ

たり配置と記載がございますが、敷地造

成等の土木工事期間中は、仕様書５頁に

定める常駐建築技術者ではなく、土木技

術者の常駐に代えさせていただくこと

を、契約後に協議させていただくことは

可能でしょうか。 

不可とします。 

 

 

７ 本業務の会議等の出席は、基本的に対面

を考えていますが、必要に応じてオンラ

インでの出席等をお認めいただけるでし

ょうか。 

定例会議については、やむを得ない理

由がある場合を除き、原則対面での参

加とします。なお、定例会議は総括責

任者を含め受注者全体で配置技術者３

名以上の出席を想定しています。分科

会や組合との打合せについては、その

会議内容等により判断するものとし、

オンラインでの出席も可とします。 

８ 入札説明書１０頁 支払方法に定める

「完了後一括払い」と仕様書第１章２０

頁に定める委託料の支払い（～出来高に

応じて契約書に定める各年度の支払い限

度額の範囲において委託料を支払うもの

とする）は、仕様書の記載が正しいとい

う認識でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。入札説明書を修

正します。 

 


